
東海学院大学紀要　４（2010）

�55

Ⅰ．問題の所在

　場所と記憶の関係は、フランスの歴史家ノラ（Nora, 

P.）による「記憶の場」プロジェクトなどを契機として、

近年の歴史学、人文地理学、社会学における重要な研究

テーマの � つとなっている（１）。その中では、広島の原

爆ドーム（２）、ナチスの強制収容所（３）など、負の記憶

と場所との関係についても研究が積み重ねられてきた。

　記念碑 monument がこうした場所と記憶の研究にあ

たって重大な位置を占めることは改めていうまでもな

い。本稿では記念碑を、慰霊碑 memorial なども含む、「出

来事を、証拠品としてのモノによってではなく、より直

接に保存するために意図的に構築された記号」（４）とし

てとらえておく。こうした記念碑を建てることは何ら

かの記憶を反映したコメモレイション commemoration

（記念・顕彰行為）であるが、その一方で記念碑は記憶

を再編し新たに生産する装置にもなりうる（５）。アンダー

ソン（Anderson, B.）が論じるように（６）、記念碑は設

置者の一方的な意思表示ではなく、遂行的な、一種の発

話として把握される必要がある。また、記念碑が景観の

一構成要素であることが、記念碑を人文地理学の主要な

研究対象にしているといえる。

　本稿は負の記憶に関わる記念碑として、沖縄の米軍基

地跡地の記念碑を取り上げる。沖縄については、上杉（７）、

北村（８）らによって、戦争慰霊碑に関する分厚い研究の

蓄積がある。その一方で、同じく負の記憶としてとらえ

られる（９）米軍基地跡地の記念碑についてのまとまった

報告はみあたらない。むろん、地域経済や地域開発論の

立場から基地跡地を取り扱ったものは数多いが（�0）、沖

縄戦ではなく、基地についての文化的記憶に触れられる

ことはない。

　沖縄では，かねてより、アメリカ・イメージがエキゾ

チシズムの対象となり、観光・消費の対象となっている

ことが指摘されていた（��）。雑誌『沖縄スタイル』は特

集「沖縄のアメリカ」（�2）を次のような文章で始めている。

「沖縄ってトコロは、“アメリカ”な部分がたくさんあっ

て、／異国情緒、というよりもむしろ異国にさえ感じて

しまうほど。／青く澄んだ海も空も、スローライフもい

いけれど、／少しばかり違った視点＝アメリカで沖縄を

眺めるのも／どこか別世界へ旅をしているかのようで／

ちょっと、なんだか楽しくなってきませんか？」。山﨑が

指摘するように（��）、近年は、コザや北谷（アメリカン

ビレッジ）などにおいて，米軍基地にまつわるアメリカ・

イメージが、沖縄独自の文化融合として地域資源化して

いる。このように、一部ではあるが米軍基地が肯定的に

表象される現在、基地跡地の記念碑の実態はどのような

ものなのだろうか、そこに何か変化はあるのだろうか。

　このような問題意識から、米軍基地やその跡地が集中

する沖縄本島中南部（石川地峡以南）で、基地跡地にお

ける記念碑の建立状況を調査した。対象とした基地跡地

は、沖縄県が発行した冊子、『駐留軍用地の今・昔』（��）

に掲載された、行政から一定度の重要性をもつ事例とし

てみなされている �9 か所である。記念碑の確認は、文

献資料の調査や聞き取り，現地調査によって行った（�5）。

次章ではまず、沖縄本島中南部における、現時点で確認

できた米軍基地跡地の記念碑の実態を報告する。それを

もとに、続くⅢ章では、負の記憶に関わる記念碑、ある

いはより広く負の記憶に関わるコメモレイションの特質

について考察する。その際に考察の補助線として用いる

のは、人文地理学者フット（Foote, K.E.）による悲劇と

暴力の景観の４分類（聖別、選別、復旧、抹消）（�6）で

ある。個々の基地跡地の記念碑をめぐる「場所の政治」

ではなく、場所と記憶の関係一般に重点を置いて考察し

たい。

Ⅱ．基地跡地に建立された記念碑

（１） 基地跡地を明示する記念碑

　基地跡地であることを明示する記念碑は表１に示した

ように６か所の基地跡地に８基が確認できているのみで

ある。個別にみていきたい。

　うるま市（旧具志川市）の天願通信所は �97� 年に

9�6 千㎡、�98� 年に 28 千㎡が返還され、全面返還となっ

た。跡地には天願土地区画整理事業が施行され、具志川

市役所（現うるま市役所）などの公共施設も立地する市

街地となっている。基地跡地の中央部の小公園には土地
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区画整理組合によって「みどり町竣工記念碑」（図１）

が建立され、その碑文にはここが基地跡地であることが

明記されている。ただし、記念碑の名称からもわかるよ

うに、この碑の趣旨は土地区画整理事業の竣工であり、

碑文には「…地主会代表は…二十一世紀に向けて、新し

い街づくりの為に、土地区画整理組合を設立し、土地区

画整理事業を推進して来た。解放されてから実に十七ヶ

年有余の苦難の道を乗り越えて、ようやくこヽに所期の

目的を達成し事業の完成を見るに至った。…世界に平和

あってこそ、街の将来の発展という事を祈
（ マ マ ）

念し、経緯を

銘
（ マ マ ）

記して、この碑を建立する」と記されている。

　読谷村のボローポイントは �97� 年以降現在まで、通

信施設 6�2 千㎡を残し、約 �008 千㎡が返還されている。

跡地は一部がリゾートホテルや住宅地となったほかは農

用地に戻すことを目的に土地改良事業が施行された（�7）。

５つの土地改良区のうち２つが竣工記念碑を建立してお

り、その碑文で米軍基地であったことに言及されている。

　沖縄市の泡瀬通信施設は �965 年以降段階的に 2508

千㎡が返還されたが、現在でも一部は基地として使用中

である。跡地は泡瀬土地区画整理事業、比
ひ

屋
や

根
こん

土地区画

整理事業が施行され市街地化したほか、一部が海邦国体

（�987 年）主会場の沖縄県総合運動公園になった。こ

の泡瀬通信施設跡地にも単独の記念碑は存在せず、地元

の旧住民で組織する泡瀬復興期成会が建立した「泡瀬土

地区画整理事業記念碑」の中に、基地跡地であることが

次のように言及されているだけである。「…中頭郡東部

地域唯一の商工業地域として、繁栄していた泡瀬は、第

二次世界大戦の戦災により壊滅し、引き続き米軍の軍用

地として接収された。…この泡瀬の区画整理区域は、快

適な居住環境として甦り、泡瀬繁栄の基盤は確立され

た。／ここに画期的事業の竣工を記念してこの碑を建立

した」。なお、泡瀬復興期成会が建立したその他の記念

碑、「泡瀬内海埋立事業記念碑」（�986 年）や、火
ヒ ヌ カ ン

之神

（御
ウミンチムン

三物）、東
アガリヌウタキ

之御嶽、新
ミ ー ガ ー

井泉の３か所の拝所の由来を刻

んだ石碑（2002 年）にもここが基地跡地であることが

言及されている。

　北谷町、北中城村、沖縄市などにまたがるキャンプ瑞

慶覧は、北谷町の 76� 千㎡、北中城村の �06 千㎡など、

細切れの返還が �97� 年以降行われてきた。このうち、

北谷町のハンビー飛行場跡地、メイモスカラー射撃場跡

地を含む開発がそれぞれハンビータウン、アメリカンビ

レッジとしてよく知られている（�8）。ハンビー飛行場跡

地には北前土地区画整理事業が施行され、安
あ ら は

良波公園に

は「躍進　北前土地区画整理事業竣工記念」と刻まれた

記念碑が建立された（図２）。この記念碑も事業完了を記

念し事業地域の発展を祈願する内容のもので、基地跡地

名称 所在地（旧基地名） 設置年・設置主体

みどり町竣工記念碑 うるま市具志川（天願通信所） �99�・具志川市天願土地区画整理組合

浜屋地区土地改良事業竣工記念碑 読谷村（ボローポイント） �989・同土地改良区

西部連道土地改良事業竣工記念碑 〃 �99�・同土地改良区

区画整理記念碑 沖縄市（泡瀬通信施設） �986・泡瀬復興期成会

美浜地区区画整理竣工記念碑 北谷町（キャンプ瑞慶覧）　 �995・北谷町

「躍進 北前土地区画整理事業竣工記念」碑 〃 �99�・北谷町

「竣工記念碑」（土地区画整理事業） 宜野湾市（キャンプ・マーシー） �99�・宜野湾市

「躍進」碑 宜野湾市（普天間飛行場） �99�・上原土地区画整理組合

表１．基地跡地であることを明示する記念碑

図１．天願通信所跡地の記念碑 図２．キャンプ瑞慶覧（ハンビー飛行場）跡地の記念碑
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であることは簡単に言及されているに過ぎない。一方の

メイモスカラー射撃場跡地には海面埋立地と一体で桑江

土地区画整理事業が施行されており、ハンビー飛行場跡

地同様、美浜第三公園に「美浜地区区画整理竣工記念碑」

が建立されている。

　宜野湾市のキャンプ・マーシーは ��0 千㎡の全域が

�95� ～ 76 年に返還されている。返還後は真志喜土地

区画整理事業が施行され、市街地化した。ここでも基地

そのものの記念碑は存在せず、区画整理事業の「竣工記

念碑」の碑文の中で基地に簡単に言及されているだけで

ある。

　同じく宜野湾市の普天間飛行場は �962 年以降周辺部

の �66 千㎡のみが返還されている。返還跡地には宜野

湾市役所など公共施設が建設されたほか、上原土地区画

整理事業が施行された。この事業区域にあるうえはら児

童公園には、土地区画整理組合による「躍進」と刻まれ

た竣工記念碑が建っている。その碑文で基地に言及され

ているが、次の通り、極めて簡潔である。「…�9�5 年

４月第二次世界大戦において米軍が上陸し、住民はあら

ゆる財産、幾多の犠牲をこうむり、この地は米軍の基地

に接収された。／ �978 年３月に軍用地返還に伴い関係

地主総意のもとに土地区画整理組合を結成し、…約７ヵ

年有余を経て竣工した。本地域の将来の繁栄を祈念して

ここに記念碑を建立した」。

（２） 基地跡地との関連が推測される記念碑

　以上の基地跡地であることを簡潔にではあれ明示した

記念碑に対して、明示こそないものの、記念碑の建立地

点が基地跡地であることが意識されていると考えられる

記念碑も存在する（表２）。こうした記念碑が確認でき

た３か所について個別にみていきたい（�9）。

　米軍の保養施設であった石川ビーチはうるま市（旧石

川市）に所在する。�969 ～ 77 年に 88 千㎡の全部が返

還された。跡地は石川白浜土地区画整理事業が施行され

たほか、一部は石川公園になっている。また、地先の一

部は埋め立てられて公園のスポーツ施設や石川市役所

（現うるま市石川庁舎）が建設された。基地跡地である

ことを明示する記念碑は設けられていないが、「みほそ

のまち」（20）と刻まれた、公園・公共施設地区のシンボ

ルアーチが基地ゲートの延長上に設けられている。碑文

には「石川市を象徴する施設全体のランドマークとして

設置」したと述べられるのみだが、位置からいって、基

地跡地の整備を記念した記念碑とみることが可能であろ

う。

　沖縄市とうるま市にまたがって存在したキャンプ・

ヘーグは、7�6 千㎡の全部が �96� ～ 77 年にかけて返

還された。跡地には登川土地区画整理事業が施行され、

沖縄市老人福祉センターや沖縄市農民研修センターなど

が立地するほか、一部は公園（馬場都市緑地）になって

いる。このうち、跡地内の農民研修センター敷地に「核

兵器廃絶平和都市宣言の街」と題された記念碑があるこ

とが注目される。キャンプ・ヘーグ自体に核兵器が存在

したわけではないが、核兵器は沖縄の場合は特に米軍基

地の問題と結び付けられて取り扱われてきたからであ

る。とはいえ、この記念碑自体は非常にシンプルで碑文

は何もない。また沖縄市中心部に近いコザ総合運動公園

の「核兵器廃絶平和都市宣言の街」碑（�992 年）が市

を代表するものとして位置づけられていることもあるの

だろう、この記念碑はやや荒れ気味でまったく忘れられ

ているようにもみえる。

　読谷補助飛行場は読谷村に位置し、2006 年に全面返

還された。読谷村は返還前から村役場などの公共施設を

事実上遊休地化していた基地敷地内に設けてきたことで

知られる（2�）。すなわち、�987 年に読谷平和の森球場

が国体会場として建設され、�997 年に村役場が移転し

てくるに至った。これらの一環として、�995 年に建立

された「不戦宣言」碑が基地敷地を志向していることは

明らかであろう。

（３） 基地跡地の記念碑としての公共施設

　以上の事例に対して、基地跡地であることを現地に明

示的にであれ非明示的にであれ示す記念碑類が確認でき

ない事例は次の �0 か所にのぼる。

　ホワイトビーチ（うるま市）、トリイ通信基地（読谷村）、

久場崎スクール（中城村）、牧港住宅地区（那覇市）、与

儀タンクファーム（那覇市）、那覇空軍・海軍補助施設（那

覇市、豊見城市）、新
しんざと

里通信所（南城市）、知念補給地区

（南城市）、南部弾薬庫（八重瀬町）

名称 所在地（旧基地名） 設置年・設置主体

「みほそのまち」（シンボルアーチ） うるま市石川（石川ビーチ） 200�・旧石川市

「核兵器廃絶平和都市宣言の街」塔 沖縄市（キャンプ・ヘーグ） �99�・沖縄市

「不戦宣言」碑 読谷村（読谷補助飛行場） �995・読谷村及び同村議会

表２．基地跡地との関連が推測される記念碑
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　ただし、これらのうちで嘉手納飛行場については別に考

えなければならない。嘉手納飛行場は �96� 年以降、8�7

千㎡が細切れに返還されており、これら返還区域に嘉手納

町役場が �98� 年に建設されているからである。表３には

前項までにみたものも含め、基地跡地における主要公共施

設の立地をまとめた。これらは読谷村役場について確認し

たごとく、単なる跡地利用としてはなく積極的な意図を

持って基地跡地に立地した、すなわち基地の奪還を明確に

アピールするものとみるべきであろう（22）。嘉手納町役場

もそうした事例の１つである（2�）。

（４） 那覇新都心と小禄地区

　基地跡地であることを示す記念碑類がまったく確認で

きなかった事例のうち、規模の大きい跡地の事例を紹介

しておきたい。いずれも那覇市に位置する牧港住宅地区

（那覇新都心）と、那覇空軍・海軍補助施設（小禄地区）

である。

　まず、一般に那覇新都心として知られる牧港住宅地区

についてみていく。この地区は �965 年以降細切れの返

還が行われ �987 年に �95� 千㎡の全部の返還が成った。

この地区の開発プロセスは従来から取り上げられ（2�）、

興味深いものであるが、場所の記憶の利用という視点か

らもこの地区は注目すべき内容を含んでいる。地区内で

は、ガジュマル大木の保存（25）、沖縄戦の激戦地である

シュガーローフの保存（26）のための街区計画の変更が行

われた。地区内で発掘された銘苅古墓群・ヒヤジョー毛

遺跡については地主会と市側で対立と折衝の結果、計画

を変更して一部が保存されることになった（27）。また地

区内には伝統的な沖縄の村落の街路をイメージしたと称

する「天久クレッセント」という住宅開発地区も存在す

る。このように、場所の記憶の積極的な利用がみられる

にもかかわらず、米軍基地の記憶はそこから完全に捨象

されている。

　次の、那覇空軍・海軍補助施設跡地＝小禄地区でも

状況は良く似ている。那覇市と豊見城市とを合わせて

�787 千㎡が �965 ～ 86 年にかけて返還され、那覇市

側の大半の区域では小禄・金
かな

城
ぐすく

土地区画整理事業が施行

された。区画整理後も３か所の御嶽が戦前と同じないし

は近接する位置（いずれも公園・緑地）に維持され、旧

海軍が構築したことぶき壕が当初の計画を変更して田
た

原
ばる

公園内に保存されている（28）。そのほか、個人が建立し

た「花風の港」（美空ひばり）歌碑も地区内にある。こ

のように、小禄地区においても場所の記憶の積極的な利

用が指摘できる。しかしそこには米軍基地はまったく登

場していないのである。

Ⅲ．基地跡地のコメモレイションの特質

（１） 記念碑の少なさ―記念碑の不可能性

　前章でみたように、沖縄本島中南部の米軍基地跡地に

おいて記念碑が建立されている例は必ずしも多くない。

対象基地跡地が �9 か所のうち、基地跡地であることを

明示した記念碑があるのはわずか６か所、関連が推測さ

れる記念碑があるのも３か所にとどまる。

　そのことから、米軍基地跡地はコメモレイションに値

しないものとみなされているといえるかもしれない。す

なわち、忌まわしい、忘却すべき対象として米軍基地は

記憶されていると。確かに、那覇新都心や小禄金城地区

における米軍基地の無視ぶり、あるいはやや文脈は異な

るが、米軍に由来するコザ市やゲート通り、センター通

りという地名の改称など、米軍基地の記憶が否定的に扱

われていることは間違いない（29）。

　しかし、基地跡地は単に記念に値しないのではなく、

記念しにくいというべきではないだろうか。記念碑は、

香川が示すように基本的に「恒久性」を指向し、出来事

を非歴史化する（�0）。あるいは、スターケン（Sturken, M.）

は、ニューヨークの 9.�� の記念碑をめぐって、「メモリ

アルの思考」によって出来事からの回復の語りが構築さ

れると述べる（��）。記念碑を建てることは、ある出来事

が解決へと向かい、すでに（時としてノスタルジックな）

過去のものになったことを意味する。ある基地は返還さ

れて跡地になっていても、沖縄全体としてみるならば、

米軍基地は未解決の現在の問題であり続けている。個別

の基地跡地であっても、跡地に記念碑を建てることは基

名称 所在地（旧基地名） 設置年・設置主体

具志川市役所（現うるま市役所） うるま市具志川（天願通信所） �987・旧具志川市

沖縄県総合運動公園 沖縄市（泡瀬通信施設） �987・沖縄県

読谷平和の森球場 読谷村（読谷補助飛行場） �986・読谷村

読谷村役場 〃 �997・読谷村

宜野湾市役所　　 宜野湾市（普天間飛行場） �980・宜野湾市

嘉手納町役場 嘉手納町（嘉手納飛行場） �98�・嘉手納町

表３．基地跡地における主要公共施設
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地を過去の出来事として非歴史化することになりかねな

い。米軍基地の記憶は、いまだ記念碑によるコメモレイ

ションになじまないのである（�2）。

　なお、このことは空間的スケールの問題としても理解

されよう。基地問題の解決をどのスケールでとらえるか、

すなわち、個々の基地の返還か、当該自治体内の基地の

返還か、沖縄全体の基地の返還か、という相違であるか

らだ。少なくとも現在のところ、基地問題は沖縄全体と

いうスケールで把握されているといってよいだろう。

（２） 抹消・復旧の記念碑

　前章でみたように、基地跡地であることを明示した記

念碑は、区画整理事業、土地改良事業の完工を記念する

もののみであった（��）。これらは、基地そのものを記念す

るものではなく、米軍基地という負の記憶の抹消と、元

来あるべき姿への復旧を記念するものである。いいかえ

るなら、米軍基地に対する勝利の記念碑であるといえる。

　このような米軍基地跡地の記念碑は、フットによる悲

劇と暴力の景観の � 分類、すなわち聖別、選別、復旧、

抹消に収まらない特殊例である。フットはアメリカにお

ける戦争や大事故、殺人事件が記念碑などの形で景観の

中にどう位置づけられているかを包括的に論じた。悲劇

と暴力の景観の � 分類のうち、抹消は「悲劇を覆い隠し、

景観から除去するために、あらゆる痕跡を積極的に消し

去ること」、復旧は「悲劇に見舞われた場所が正常な状

態に戻され、再び使用に供されるようになるプロセス」

と定義されている（��）。それに従う限り、抹消、復旧の

いずれもコメモレイションとは明らかに両立しえない。

それが実現している米軍基地跡地の記念碑は、通常の記

念碑とは異なった特殊な事例であるといえる。

　ある過去の出来事について、積極的な抹消・復旧がな

され、かつ記念碑建立などのコメモレイションが行われ

ることはありふれている。むしろそれが普通の姿といっ

てもよい。ここでの米軍基地跡地の記念碑はそうではな

く、積極的な抹消・復旧が行われ、その抹消・復旧それ

自体が記念されている点で特殊なのである（�5）。

　すなわち、沖縄において米軍基地跡地は抹消・復旧の

対象としてしか記念できない。前項で、現代沖縄におい

て米軍基地跡地はいまだ過去の出来事になっていないた

めに記念されにくいということをみた。そうした、通常

の意味では記念できない米軍基地跡地を記念するため

に、抹消・復旧自体の記念という特殊な方略が取られた

と理解されよう。一般に記念碑は勝利を暗黙裡に含むと

いえるが（�6）、ここでみた基地跡地の記念碑は単にそれ

にとどまらない。その意味で、沖縄における米軍基地跡

地のコメモレイションは特別な性格を有している可能性

がある。

（３） 変化の兆し ?

　以上みたような基地跡地のコメモレイションには変化

の兆しもみられる。それが、返還・跡地利用計画のある

キャンプ瑞慶覧と普天間飛行場である。

　�996 年 �2 月の沖縄に関する特別行動委員会（SACO）

最終報告で、キャンプ瑞慶覧の部分返還、普天間飛行場

の全面返還が合意された。キャンプ瑞慶覧返還区域のう

ち宜野湾市側では 200� 年に「瑞慶覧地区跡地利用基本

計画」が策定されている。また、普天間飛行場について

は同じく宜野湾市によって 2006 年に「普天間飛行場跡

地利用基本方針」が策定されている。

　キャンプ瑞慶覧の宜野湾市側返還区域については、そ

の３分の１ほどが「米軍ハウジングの住まい方を再現し

た」「瑞慶覧ハウジングエリア」としてゾーンニングさ

れていることが注目される（�7）。「現在米軍人及びその

家族が使用している状態（地形、道路）を継続又は再現

させた、県内では数少ない高級感あふれる低層住宅地の

形成を図る」とされ、米軍基地景観の維持・継承が盛り

込まれている。普天間飛行場についても、普天間公園の

整備構想の中で、かつての松並木の復元などのほか、「返

還記念として基地施設の一部を戦跡文化財として活用」

することが盛り込まれている（�8）。

　これら、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場の跡地利用計

画における米軍基地跡地の記念のあり方は、前項までで

みた他の基地跡地とは大いに異なっている。フットのい

う選別であり、通常のコメモレイションであるといって

よい。いわば、本土並みのコメモレイションであって（�9）、

記念碑を含む従来の米軍基地跡地のコメモレイションか

らの大きな転換となりうる。あるいは、こうしたコメモ

レイションの変化から沖縄社会の変化を読み取ることも

決しておかしなことではなかろう。

　両基地の返還の目処が立っていない現在、これらの跡

地利用計画が近いうちにこのまま進むとは考えられな

い。しかし、こうした米軍基地跡地のコメモレイション

の変化は今後も進行するのか、注目してみていく必要が

ある。
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